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1. はじめに 

 目的 

本市では、東北を牽引する“新たな杜の都”を支える、質の高い公共交通を中心とし

た交通体系の実現のため、「せんだい都市交通プラン」を令和 3 年 3 月に策定し、本市に

おける交通政策の指針を示しました。現在、このプランに基づき、「質の高い公共交通を

中心とした都市交通の充実」「賑わい創出に向けた都心交通環境の再構築」「多様な都市

活動を支える交通政策の推進」に向け取り組んでいます。「仙台市地域公共交通計画」

は、本市が中心となって、事業者や市民と連携しながら、本市における持続可能な公共交

通ネットワークの構築に向け、路線バスや地域交通をはじめ、地域の実情に応じた公共交

通のあり方を位置付け、それぞれの施策について着実に推進し、市民とともに移動手段の

確保をしていくことを目的としています。 

 

 本計画の位置づけ及び関連する計画 

本計画は、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」第 5 条に規定する法定計

画であり、「仙台市総合計画」を上位計画、「せんだい都市交通プラン」を関連計画と

し、本市として目指すべき公共交通体系を実現するため定めるものです。 

また、仙台市地域公共交通計画策定したのち、利用者の利便増進に資する取組につい

て、事業実施箇所、実施主体、実施時期等を仙台市地域公共交通利便増進実施計画（以

下、「実施計画」という。）として定め、施策の推進に取り組みます。 

図 1-1 本計画の位置づけと関連計画  
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 計画の区域 

本計画の区域は仙台市内全域とします。 

 

 

図 1-2 計画区域（仙台市内全域） 

 

 計画の期間 

本計画の期間は、令和 4 年度から令和 8 年度までの 5 年間とします。 

なお、施策の実施状況や目標値の達成状況を検証・評価し、社会情勢の変化や今後策

定する立地適正化計画等といった他の行政計画などを踏まえ、適宜計画の見直しを行いま

す。 
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 関連する計画の整理 

 

名
称 

仙台市総合計画 

概
要 

総合計画は、今後 10 年間のまちづくりの指針となる「基本計画」と、おおむ

ね 3 年間の市の目標と事業を定める「実施計画」から構成されています。 

「仙台市基本計画（令和 3 年度～12 年度）」および基本計画が掲げるまちづ

くりの理念や施策の方向性等に基づき、基本計画の着実な推進と実効性の確

保を図るための「仙台市実施計画（令和 3 年度～5 年度）」を策定したもの

です。 

 

図 1-3 総合計画の概念図 

ま
ち
づ
く
り
の
理
念 

「杜の都」と呼ばれる仙台のまちを、世界に誇れる場所として未来に引き継

ぐため、「杜の都」と親和性のある Green という言葉に、私たちが大切にし

ていきたい様々な意味を込める。そして常に高みを目指す姿勢の象徴として、

最上級を表す「est」を付した“The Greenest City”というまちづくりの方

向性を定め、仙台らしさが輝く「新たな杜の都」を作っていくこと。 



1-4 

 

 

公
共
交
通
関
連
の
方
針
や
施
策 

都市構造形成の方針の中の公共交通を中心とした交通体系の構築において、

以下のように記載されています。 

経済や観光、福祉など多様な都市活動を支え、環境や人に優しい持続可能な

まちづくりを推進するため、公共交通の利便性を高めていくとともに、広域

的な交流・連携の促進や、通勤・通学・通院など日常生活に必要不可欠な移

動手段の確保に向けた交通政策を推進します。 

 

① 鉄道にバスが結節する交通体系の構築を進めるとともに、都心直行型バ

スを主な移動手段とする地域における利便性の向上や、鉄道及び路線バスを

補完する市民協働による地域交通の確保など、過度に自家用車に依存しない、

利便性の高い公共交通を中心とした都市交通の充実に取り組みます。 

 

② 交流や経済活動の中心的な舞台となる都心においては、「杜の都」の賑

わいと交流の中心であり続けることができるように、居心地が良く歩きたく

なる歩行者空間の創出や、公共交通・自転車などを利用した快適な移動環境

の整備を進めるなど、交通環境の再構築に取り組みます。 

 

③ 新技術の活用、経済活動や広域的な交流を促進する主要な幹線道路の整

備、日常生活における安全・安心な交通環境の形成を進めるなど、多様な都

市活動を支える交通政策を推進します。 
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名
称 

せんだい都市交通プラン 

概
要 

交通の将来目標や基本方針、目指す将来の交通体系等を示す、本市における

交通政策の指針であり、近年の本市を取り巻く社会情勢の変化、地下鉄東西

線開業後の交通行動の変化等を踏まえ、令和 3 年 3 月に、令和 3 年度から令

和 12 年度までを計画期間とする新たなプランを策定したものです。 

目
標 

東北を牽引する“新たな杜の都”を支える、質の高い公共交通を中心とした

交通体系の実現。 

公
共
交
通
関
連
の
方
針
や
施
策 

将来目標として「新たな杜の都の実現」、「公共交通を中心とした交通体系

の実現」を掲げており、量的な充実から公共交通の質の向上に転換する方針

を示しています。 

また、将来目標を達成するための交通政策の基本方針として、以下の 3 つの

方針を掲げています。 

 方針 1 質の高い公共交通を中心とした都市交通の充実 

 方針 2 賑わい創出に向けた都心交通環境の再構築 

 方針 3 多様な都市活動を支える交通政策の推進 

 

 

図 1-4 目指す将来の交通体系のイメージ（せんだい都市交通プラン） 
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公
共
交
通
関
連
の
方
針
や
施
策 

 

図 1-5 都心交通環境の再構築のイメージ（せんだい都市交通プラン） 
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名
称 

仙台市都市計画マスタープラン 

概
要 

「仙台市都市計画マスタープラン－都市計画に関する基本的な方針 2021-

2030－」は、都市計画法第 18 条の２の規定に基づく「市町村の都市計画に関

する基本的な方針」として、仙台市基本計画ならびに、宮城県が定める「仙

塩広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画法 6 条の 2）」

に即して策定した計画です。 

目
的 

本市の都市づくりに関わる人々と共有しやすい形で長期的な視点に立った都 

市の将来像を示し、実現に向けての大きな道筋を明らかにすること。 

公
共
交
通
関
連
の
方
針
や
施
策 

都市計画マスタープランでは、土地利用に関して、自然と都市機能とが調和

した持続可能な都市構造の形成に向け、本市の特性を踏まえた土地利用を 

図りながら、鉄道沿線などの交通利便性の高い地域へ都市機能の集約を進め

る、ことを基本的な考え方としています。 

 

図 1-6 土地利用方針図 

また、都市づくりの基本方針の中で、 

・賑わい創出に向けた都心交通環境の再構築 

・質の高い公共交通を中心とした都市交通の充実 

・多様な都市活動を支える交通政策の推進 

・新技術等を活用した交通システムの促進 

を方針として掲げています。 
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名
称 

仙台市交通事業経営計画 

概
要 

仙台市交通事業経営計画は、今後の経営環境や課題を踏まえて、令和 3 年度

から 10 年間の経営の基本的な方針や具体の取組み、財政収支計画等を取り

まとめたものです。 

また、「仙台市自動車運送事業経営改善計画」（平成 29～33 年度）を統合し、

市バス・地下鉄を合わせた本市交通事業の経営計画とするとともに、国が策

定を求める「経営戦略」に位置付けています。 

目
的 

市民の皆さまの身近な公共交通機関として、市バス・地下鉄を将来にわたり

安定的に維持していくこと。 

公
共
交
通
関
連
の
方
針
や
施
策 

経営計画の中で以下の 4 つの戦略を立てており、それぞれの戦略の中で具体

的な取組みが記載されています。 

戦略 1 安全・安心の推進 

戦略 2 快適なお客さまサービスの提供 

戦略 3 まちづくりへの貢献 

戦略 4 持続可能な経営の確保 

 

特に、戦略 2 の快適なお客さまサービス提供では、 

・利便性の高い乗車券制度の実施 

・定時制の向上等に向けたダイヤの編成 

・バスと地下鉄の連携強化 

・バス待ち環境の向上 

などの取組みが記載されています。 

また、戦略 3 のまちづくりへの貢献では、 

・都心の回遊促進策との連携 

・フィーダーバスの利便性向上 

・地域の移動手段の確保に向けた取組みとの連携 

といった取組みが記載されています。 
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2. 公共交通に関する現状と課題 

 仙台市の公共交通の現状 

本市の公共交通に関する現状と課題については、「7.2 現状と課題に関するデータ」

において詳述します。本章では、交通手段の経年変化、新型コロナウイルス感染症の影

響、交通手段別の現状、交通環境の革新の可能性についてまとめています。 

 

 交通手段の経年変化 

平成 29 年に実施されたパーソントリップ調査の結果から、初めて自動車利用の割合が横ばいに

なり、鉄道利用の割合が増加したことが分かりました。また、年齢階層別にみると、若者は自動車利

用の割合が減少し、鉄道利用の割合が増加する一方で、高齢者は自動車利用の割合が増加して

います。 

 

図 2-1 代表交通手段の経年変化（仙台市） 

 出典：第５回仙台都市圏パーソントリップ調査 調査結果の概要 

※休日調査は H29 に初めて実施。H14 まで訪問調査、H29 より郵送調査のため、不明が増加 
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図 2-2 年齢階層別代表交通手段の比較（H29－H14_平日） 

出典：第５回仙台都市圏パーソントリップ調査 調査結果の概要 
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 新型コロナウイルス感染症の影響 

令和 2 年から始まった新型コロナウイルス感染拡大や感染者数の増加によって、公共

交通の利用が減少し、交通局では 2020 年の乗車料収入は最も少ない時で前年比 5 割まで

落ち込みました。また、感染収束までの見通しは不透明であり、テレワークやオンライン

授業といった「新たな生活様式」が浸透していくことを踏まえると、コロナ禍以前の利用

者数の水準への回復には相当な期間を要するものと考えられ、経営環境が厳しさを増して

いくことが想定されます。 

一方で、公共交通の事業者は新型コロナウイルスの感染拡大に対して、感染予防とし

て車内の換気やマスク装着の推奨などに取り組んでおりますが、定期的な車内消毒や抗ウ

イルス処置等の新型コロナウイルス感染症対策のために新たな費用が生じていることも経

営を一層厳しくしています。 

 

 

図 2-3 仙台市の新型コロナウイルス陽性患者の

発生状況（令和 2 年 7 月 10 日時点） 

 出典：仙台市 HP 仙台市内の陽性患者一覧より作成  

 

 

図 2-4 仙台市交通局の令和 2 年乗車料収入

（前年比） 

出典：「仙台市交通事業経営計画」2021-2030（令和 3～12 年度） 

概要版 

 

図 2-5 咳エチケット等に関するポスター 

（仙台市交通局） 

 

 

図 2-6 抗ウイルス処置済ステッカーの貼付

（仙台市交通局） 

出典：仙台市交通局 HP 
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図 2-7 換気用ウインドバイザーの導入（宮城交通） 

出典：宮城交通 HP 

 

※換気用ウインドバイザー：バスの客席上窓部２ヵ所（前方・後方）に換気用ウインドバイザーを設置

することで、降雨等による浸水を防ぎつつ、窓を 10cm 程度開放した状態を保つことができるため、

天候の影響を受けずに、常時換気しながら走行することが可能となります。 

 

また、2020 年の緊急事態宣言中は全国的にテレワークが推奨されたこともあり、緊急

事態宣言中は仕事による外出が減少し、緊急事態宣言解除後でもテレワーク制度が会社に

ある人はテレワークを活用することで、仕事による外出頻度が低くなっています。そのた

め、今後の公共交通の利用者数に影響を与える可能性があります。 

 

 

図 2-8 テレワーク制度別仕事での外出頻度 

出典：国土交通省「全国の都市における生活・行動の変化―新型コロナ生活行動調査概要（第２編） ―」 
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 鉄道の利用状況 

鉄道利用者は横ばい傾向でしたが、東日本大震災以降は増加傾向にあります。特に、地下鉄

は、平成 27 年の東西線開業以降、乗車人員が増加しています。また、鉄道の分担率は鉄道沿線

地域が高く、市街地域や東部及び西部地域が低い傾向となっており、鉄道が鉄道沿線地域でよく

利用されていることがうかがえます。 

 

 

図 2-9 鉄道乗車人員の推移（仙台市） 

出典：仙台市統計書 交通・運輸・通信より作成 

※H27 の東西線は、開業日である平成 27 年 12 月 6 日以降の値 

※南北線・東西線の乗車人員には、相互路線の乗換分を含む 

 

 

図 2-10 鉄道分担率（H29 平日） 

（小ゾーン別） 

出典：第５回仙台都市圏パーソントリップ調査より作成 
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 バスの利用状況 

バスの乗車人員は減少傾向であり、令和元年の時点では平成 6 年から半減し、宮城交

通については 6 割減となっています。また、バス事業者の収入も近年減少傾向となってい

ます。 

 

 

図 2-11 バス乗車人員の推移 

出典：仙台市統計書 交通・運輸・通信および宮城交通提供資料より作成 

※宮城交通は一般乗合（高速除く） 

 

 

図 2-12 バス事業者の収入の推移 

出典：仙台市統計書 交通・運輸・通信および宮城交通提供資料より作成 

※宮城交通は一般乗合（高速除く） 
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 地域交通の現状 

地域交通は、路線バスの運行本数が少ない地域や地形的に路線バスの運行が難しい地

域等において、地域が主体となって運行する、既存の公共交通を補完する交通手段のこと

であり、本市では「みんなで育てる地域交通乗り乗り事業」によって支援を行っていま

す。 

現在は、燕沢地区で「のりあい・つばめ」の運行を行っており、新川地区で「八ツ森

号」、坪沼地区で「つぼぬま号」、秋保地区で「ぐるりんあきう」の試験運行を行ってい

ます。 

 

 

図 2-13 市内における地域交通検討・実施地区 
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 自動車の利用状況 

子育て世帯は基本的に自動車を所有しているものの、若者のみの世帯では自動車を所

有しない割合が増加しており、車を使わないライフスタイルへの変化が見られます。ま

た、自動車の分担率をみると、都心地域や鉄道沿線以外の地域で高くなっていることがう

かがえます。 

 

 

図 2-14 若者のみ・子育て世帯・全世帯の自動車保有台数の比較 

出典：第 4・5 回仙台都市圏パーソントリップ調査より作成 

※若者のみ世帯：29 歳以下のみの世帯       

子育て世帯：夫婦で 20 歳以下の子供がいる世帯 

 

 

図 2-15 自動車分担率（H29 平日） 

出典：第５回仙台都市圏パーソントリップ調査より作成 
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 交通環境の革新の可能性 

近年、自動運転やグリーンスローモビリティ等、新技術や新たなモビリティが開発さ

れています。本市でも「東北次世代移動体システム技術実証コンソーシアム」が主体とな

り、令和元年 5 月に泉パークタウン寺岡地区において、小型低速 EV バスを用いた次世代

移動サービスの実証実験と試乗体験会を実施しました。 

また、杜の都仙台のまちの魅力を高め賑わいや活力にあふれた元気なまちを実現する

ため令和 2 年 12 月に仙台 MaaS 運営委員会を設立し、MaaS の導入を推進しています。 

本市に関係するものとしては他にも、東日本旅客鉄道株式会社仙台支社が令和 2 年 2

月に観光型 MaaS として実施した「TOHOKU MaaS 仙台 trial」や、令和 3 年 4 月～9 月の東

北デスティネーションキャンペーンに合わせて実施した「TOHOKU MaaS」があります。 

 

 

図 2-16 10 人乗り小型低速 EV バス 

出典：仙台市 仙台特区 

※令和元年 5 月 27 日～6 月 4 日に泉パークタウン寺岡地区 

（仙台市泉区寺岡）で行われていたＥＶバス実証実験 

 

 

図 2-17 デジタルチケットイメージ 

出典：東日本旅客鉄道仙台支社プレスリリース 

（「TOHOKU MaaS」がさらに便利に！） 
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 仙台市の公共交通の課題 

「2.1 仙台市の公共交通の現状」及び「7.2 現状と課題に関するデータ」で整理し

た現状から、本市の公共交通における問題を抽出し、それに対応する課題をまとめまし

た。 

本市の公共交通の課題として、「公共交通カバー圏域の維持や公共交通によるアクセ

ス利便性確保」、「マイカーを持たない世代や高齢者等への移動手段の確保」、「都心回

遊性の向上」、新技術の導入を図る際の「既存サービス・制度との調整・整合」があげら

れます。 

図 2-18 公共交通に関する現状・問題・課題の整理 
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3. 公共交通に関する目標及び基本方針 

 公共交通に関する目標 

仙台市の公共交通の課題等を踏まえ、下記のとおり目標を定めます。 

本市では、質の高い公共交通を中心とした持続可能な公共交通ネットワークの構築を

図るため、市民の皆様とともに地域の実情にあった公共交通について意見交換などを行い

ながら、自由に移動ができる生活の実現を目指します。 

また、このような公共交通ネットワークの構築によりまちなかの賑わい向上を目指し

ます。 

 

 公共交通に関する基本方針 

「3.1 公共交通に関する目標」を実現するため、「公共交通軸の形成・機能強化」

「路線バスの利便性向上」「地域交通の維持・確保・充実」「都心回遊交通の強化」「公

共交通のシームレス化・利用促進」の 5 つの基本方針に基づき進めます。 

  

市民との協働により、地域の実情に合った、誰もが利用しやす

く質の高い公共交通を持続的に確保し、自由に移動ができる生

活の実現とまちなかの賑わい向上をめざします。 
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都心や拠点にアクセスできる公共交通軸の設定と強化により、機能集約型

の都市づくりを目指す。 

基本方針１ 公共交通軸の形成・機能強化 

基本方針２ 路線バスの利便性向上 

路線バスの利便性の向上により、持続可能な公共交通のサービスの確保を

目指す。 

基本方針３ 地域交通の維持・確保・充実 

地域のニーズや実情に応じた地域主体の移動手段の維持・確保・充実によ

り、自由に移動ができる生活の実現を目指す。 

基本方針４ 都心回遊交通の強化 

都心での多様な活動や利便性を高めるため、公共交通等による都心の回遊

性強化により、まちなかの賑わいの向上を目指す。 

基本方針５ 公共交通のシームレス化・利用促進 

公共交通を中心とした、持続可能な公共交通体系を構築するため、複数の

交通手段を組み合わせた移動に関する利便性の向上により、誰もが利用し

やすい公共交通サービスの確保を目指す。 
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図 3-1 地域公共交通計画における課題と基本方針の整理 
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4. 公共交通ネットワーク 

4.1.1  公共交通ネットワークの整理 

せんだい都市交通プランの将来交通体系において、鉄道を最大限に活かすために取り

組んできた鉄道駅へのフィーダーバスの結節に加え、都心アクセス型のバスを主な移動手

段とする地域におけるバス幹線軸の形成や地域交通による移動手段の確保・充実など、過

度に自家用車に依存しない質の高い公共交通を中心とした交通体系の実現に取り組むこと

としています。 

地域公共交通計画の目標として掲げた持続可能な公共交通サービスを確保するために

は、鉄道や地下鉄、路線バスに加えて近年導入が進んでいる地域交通等、現在の公共交通

サービスを整理した上で公共交通ネットワークを構築することが重要です。また、機能集

約型の都市づくりを実現するため、路線バスの各役割に応じた区間を設定する必要もあり

ます。加えて、持続可能な公共交通ネットワークのためには、市民の皆様で「乗って支え

る」という意識も重要です。 

そして、誰もが利用しやすく、自由に移動ができる公共交通を実現するためには、比

較的大きな輸送需要に適した路線バスや地域の多様な移動需要に適した地域交通等、公共

交通サービスによる適切な役割分担をすることが必要です。 

そこで、既存公共交通ストックを有効活用していくため、基本方針に基づき、路線バ

スのネットワークについて「みんなで支える路線バスエリア」及び「みんなで育む多様な

交通確保エリア」の 2 つのエリアに分類し、みんなで支える路線バスエリアにおいては、

役割分担を明確に位置づけ、優先的に施策を実施する「バス幹線区間」及び「バス準幹線

区間」及び「フィーダー区間」の 3 つの区間を設定し、機能集約型の都市づくりの実現を

目指します。また、「みんなで育む多様な交通確保エリア」においては、地域の皆様と意

見交換を重ねながら、地域の実情に応じた多様な移動手段の確保を目指し、持続可能な公

共交通ネットワークの構築を図ります。 
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 図 4-1 公共交通ネットワークの整理 

 

表 4-1 公共交通ネットワークのエリア及び区間 

エリア選定 

みんなで支える 

路線バスエリア 

需要に応じ、主に路線バスによる運行を維持す

るエリア 

みんなで育む 

多様な交通確保エリア 

地域、交通事業者、行政の三者で意見交換を行

いながら、地域の実情に応じた路線バスやその

他交通サービスのうち適した移動手段を検討す

るエリア 

区間選定（みんなで支える路線バスエリア内） 

バス幹線区間 鉄道に準じたサービスにより、都心アクセスの

利便性を確保する区間 

バス準幹線区間 幹線に準じた都心アクセスの利便性を確保する

区間 

フィーダー区間 鉄道駅へのアクセス路線として確保する区間 
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4.1.2  公共交通ネットワークの構築 

路線バスについては、これまで郊外住宅地の開発、新たな道路開通、地下鉄開業など

のバス利用状況の変化に合わせてネットワークの拡大や再編等が実施されてきました。近

年の路線バス利用者の減少に伴う運行本数の減便を進めてきたものの、需要と供給が一致

しない状況となっています。また、持続可能な公共交通ネットワークとするためには、現

在の運行状況や都市構造などを考慮し、需要に応じた公共交通手段を採用し、利便性を確

保することが重要になります。 

そこで、本節では、下表の分類基準に基づき、現状の路線バスの運行状況や沿線人口

密度から「みんなで支える路線バスエリア」と「みんなで育む多様な交通確保エリア」に

エリア分けを行い、みんなで支える路線バスエリアにおいて、沿線人口密度や施設密度等

から地域の潜在需要に応じ、バス幹線区間、バス準幹線区間、フィーダー区間を設定し、

公共交通ネットワークの構築を図ります。 

表 4-2 エリア及び区間の分類基準 

 

*１既成市街地の基準の 1/2 より設定 

*２運行時間を 6～22 時の 17 時間とみなし、その内のピーク時間帯（7～8 時、17～18 時

の 4 時間）は運行本数 2 本/時、オフピーク時間帯（13 時間）は運行本数 1 本/時とし

て、上り・下りの両方向を想定した際の運行本数（ピーク時間帯：2 本/時×4 時間×2
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（両方向）＝16 本、オフピーク時間帯 1 本/時×13 時間×2（両方向）＝26 本の計 42

本）から、おおむね 40 本と設定 

*３平均乗車密度は、各系統について 1 便あたりのバスに乗った乗車人数を全線で平均し

たもので、1 日の輸送人キロ（バス停間乗車人数×バス停間距離の総和）を総運行距離

で割ったものであり、国庫補助の基準から 5 人と設定 

*４国土交通省の都市計画運用指針の記述「住宅用地の人口密度については、～（中略）

～1ha 当たり 60 人以上とすることを基本とすることが望ましい。」より設定 

*５仙台市の市街化区域（工専除く）の平均値より設定 

*６仙台市の市街化区域（工専除く）の平均値の 1/2 より設定 

*７都市計画法施行規則の既成市街地の基準より設定 

 

 

図 4-2 公共交通ネットワーク層別イメージ 
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 みんなで支える路線バスエリア 

みんなで支える路線バスエリアは公共交通の需要が一定程度見込まれるエリアであ

り、都市の骨格となる鉄道、地下鉄及び比較的多数の人を効率的に輸送できる路線バスに

より、移動が可能なエリアです。 

このエリアでは、都心へ直接アクセスするための都心アクセス型バスや鉄道駅にアク

セスするためのフィーダーバスといった様々な役割の区間を設定し、各区間に応じた施策

を実施することで利便性の向上を図ります。 

 

図 4-3 みんなで支える路線バスエリア 
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 みんなで育む多様な交通確保エリア 

みんなで育む多様な交通確保エリアは、郊外等で人口が点在していること等から比較

的大きな輸送需要の確保が課題と考えられるエリアです。 

このエリアでは、路線バス利用促進や地域の実情にあった公共交通のあり方、路線バ

スと地域交通の適切な役割分担等について、地域の皆様、交通事業者、行政の三者による

意見交換を行いながら、地域の利用ニーズに応じた路線バスの維持や運行ダイヤの見直し

に向けた検討、もしくは、地域住民主体の地域交通導入や、路線バスの一部運行形態の転

換などを検討し、地域の実情に応じた多様な移動手段の確保を目指します。 

 

図 4-4 地域交通の導入フローの一例 
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図 4-5 みんなで育む多様な交通確保エリア 
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 バス幹線区間 

みんなで支える路線バスエリア内において、都心へアクセスする路線バスのうち幹線

軸を形成し、鉄道に準じた運行本数や利用しやすい運行間隔など、定時性・速達性に優れ

た都心アクセス型バスの提供を目指す区間です。 

 

図 4-6 バス幹線区間 
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 バス準幹線区間 

みんなで支える路線バスエリア内において、バス幹線区間の条件に合致しないもの

の、それに匹敵する人口や施設のポテンシャルがある区間において、幹線区間に準じた都

心アクセス型バスの提供を目指す区間です。 

 

 

 

図 4-7 バス準幹線区間 
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 フィーダー区間 

みんなで支える路線バスエリア内において、乗り換えによる移動のため鉄道駅へのア

クセスを重視したフィーダーバスの提供を目指す区間です。 

 

図 4-8 フィーダー区間 
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図 4-9 公共交通ネットワーク 

注）みんなで支える路線バスエリアは路線バスの運行やサービス水準を確約するものではありません。 

社会情勢の変化や公共交通の利用状況を考慮し、適宜見直しを行います。 
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 サービス水準 

サービス水準は、安定して利用されているオフピーク時（9 時台～15 時台）を対象に

設定します。みんなで支える路線バスエリアでは 1 時間に 1 本以上の運行間隔を目指しま

す。みんなで支える路線バスエリアのうち、幹線区間は 1 時間に概ね 4 本以上の運行、準

幹線区間は 1 時間に概ね 2 本以上の運行を目標とします。 

また、これらのサービス水準については、社会状況やバス利用状況等に応じて随時見

直しを行ってまいります。 

表 4-3 エリア及び区間のサービス水準 

エリア／区間  オフピーク時※  

みんなで支える路線バスエリア 1 時間に概ね 1 本以上
の運行 

 

幹
線
区
間 

仙台駅～北六番丁小学校前 付近 

1 時間に概ね 4本以上の
運行 

仙台駅～宮城野区役所前 付近 

仙台駅～若林一丁目 付近 

仙台駅～砂押町 付近 

仙台駅～大崎八幡宮前 付近 

仙台駅～宮城学院前 付近 

仙台駅～八乙女駅 付近 

準
幹
線
区
間 

仙台駅（北六番丁小学校前）～東仙台営業所前 付近 

1 時間に概ね 2本以上の
運行 

仙台駅（若林一丁目）～沖野四丁目南 付近 

仙台駅（砂押町）～南ニュータウン東・日本平 付近 

仙台駅（砂押町）～山田自由ヶ丘 付近 

仙台駅～茂庭台中央 付近 

仙台駅（北仙台）～泉ビレジ四丁目 付近 

仙台駅（北仙台）～北中山二丁目 付近 

フ
ィ
ー
ダ
ー
区
間 

陸前高砂駅～高砂市営住宅西 付近 

1 時間に概ね 1 本以上
の運行 

薬師堂駅～陸上自衛隊仙台駐屯地前 付近 

薬師堂駅～荒井駅（若林区役所前経由） 付近 

薬師堂駅～霞の目営業所前（大和小学校経由） 付近 

薬師堂駅～霞の目営業所前（遠見塚経由） 付近 

薬師堂駅～霞の目営業所前（古城三丁目経由） 付近 

南仙台駅～昭和北（北回り・南回り） 付近 

南仙台駅～柳生五丁目 付近 

八木山動物公園駅～長町駅前（芦口小学校経由） 付近 

八木山動物公園駅～長町駅前（緑ヶ丘経由） 付近 

八木山動物公園駅～八木山入口長徳寺前 付近 

八木山動物公園駅～西多賀一丁目 付近 

愛子駅～錦ヶ丘八丁目 付近 

台原駅～鶴ケ谷七丁目 付近 

旭ヶ丘駅～鶴ケ谷七丁目 付近 

泉中央駅～松陵ニュータウン（ニュータウン内循環） 付近 

泉中央駅～鶴が丘ニュータウン（ニュータウン内循環） 付

近 

泉中央駅～東北学院大学泉キャンパス・松森団地南 付近 

泉中央駅～明石南四丁目・明石南二丁目・向陽台三丁目 付

近 

泉中央駅～泉中央駅（将監団地循環） 付近 

泉中央駅～紫山（紫山地区内循環） 付近 

泉中央駅～住吉台西三丁目 付近 

みんなで育む多様な交通確保エリア ― 

※サービス水準は、片方向（上り）の本数としております。 

区間については現在検討中 
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